
３．物権的請求権（物上請求権） 
（１）意 義 
 （イ）「物権的請求権（物上請求権）」とは、物権の行使が妨害され、又は妨害されるお

それがある場合に、妨害し又は妨害しようとする者に対して、妨害の除去又は妨害

の予防を請求する権利をいう。物権に共通に認められる権利だが、例外もある。 
   ① 占有権には、占有訴権のみ認められる。 
   ② 留置権、動産質権は占有回収の訴えは認められるが、物権的返還請求権は認め

られない。「担保物権法」で学ぶ。 
 （ロ）民法には物権的請求権を認めた明文規定がない。しかし判例・学説共物権的請求

権を認めることに異論はない。次の根拠が掲げられる。 
   ① 実質上の根拠 ―― 物権は物に対する直接支配権であるから、その直接支配を

妨げる者がいればその排除を求める権利があるのは明文がなくても理論上当然で

あること。 
   ② 形式上の根拠 ―― 仮の権利ともいうべき占有権でさえ占有訴権という妨害排

除の権利が認められている以上（民１９７～）、所有権その他の物権にはなおさら

認めるべきが当然であること。民法は占有の訴えの他に本権の訴えがあることを

認めているが（民２０２）、これが物権的請求権の訴えを指していると考えられる

こと。 
 （ハ）物権的請求権は、物権に基づいて発生する請求権であるから、物権の存在と運命

を共にし、物権の移転・消滅に伴って移転し、消滅する。また、物権的請求権は物

権と独立して消滅時効にかからない（大Ｔ６.３.２３）。 
（２）物権的請求権の種類 
 物権に対する侵害の態様に応じて次の三つに分かれる。 

侵害の態様 物権的請求権 対応する占有訴権 
物権者の占有の侵害 物権的返還請求権 占有回収の訴え（民２００） 
物権の内容の実現の妨害 物権的妨害排除（除去）請求権 占有保持の訴え（民１９８） 
物権侵害を生ずるおそれ 物権的妨害予防請求権 占有保全の訴え（民１９９） 
（３）物権的返還請求権 
 （イ）意義・要件 ―― 他人が目的物を占有することによって物権を妨害している場合

に、その他人に対して返還を請求する権利である。所有権に基づく場合は「所有物

返還請求権」と呼ぶ。占有すべき権利のない先取特権、抵当権には物権的返還請求

権は原則としてない。 
 （ロ）相手方 ―― 相手方は、占有権限がないのにその物を占有することにより、現に

物権者の占有を妨げている者である。 
   ① 相手方が占有を取得した理由を問わない。相手方の故意・過失を問わないから、

不可抗力又は第三者の行為によって占有を取得した場合でもよい。そうしないと
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物権者にとって、物権の完全な回復を図る方法がなくなってしまうおそれがある

からである。 
   ② 相手方が地上権や賃借権など、占有を正当ならしめる権利を有する場合には、

返還請求権は認められない。当然であろう。正当な権限があることの立証責任は

相手方にある（最Ｓ３５.３.１）。 
   ③ 相手方は現実の占有者である。現に占有していない者に対する返還請求は意味

がないからである。従って、物権の侵害者がその物の占有を他人に移転すれば、

当初の侵害者に対しては物権的請求権の行使はできない。 
 
 
 
 
 
 
   （ｂ）相手方は、現実の不法占拠者であって、登記名義で判断するのではないとす

ると、実質上の所有者の把握が困難な場合に困ることがある。そのような場合

は、Ｂは建物を他に譲渡していても、登記名義を有する限り、建物収去土地明

渡し義務を免れない（最Ｈ６.２.８）。 
   ④ 相手方が代理占有（間接占有）を有する者であっても、返還義務を免れない。

代理占有によって物権の円満な状態を侵害しているからである。 
   （ａ） 
 
 
 
     ２８）、また、Ｂが占有代理人Ｃに対して有している返還請求権を自己へ譲渡す

るよう請求してもよい（大Ｓ９.１１.６）。 
   （ｂ） 
 
 
 
     ができるとする（最Ｓ４１.１０.２１）。学説はＢへ返還するよう請求ができる

だけだとする者が多い。 
 （ハ）効果 ―― 目的物の占有の移転を請求することができる。目的物が動産の場合は

「引渡請求」、不動産の場合は「明渡請求」と呼ぶ。 
（４）物権的妨害排除請求権 
 （イ）意義・要件 ―― 占有侵害以外の方法で他人が物権を侵害している場合に、その 

Ｂ 
占有 
Ｃ 

売買 

Ａ所有地 

（ａ）Ａ所有地をＢが不法占拠し、建物建築。その建

物をＣへ売却した場合、Ｂ→Ｃへの所有権移転登

記がなされていない場合でも、建物収去土地明渡

しの相手方は現に不法占拠をしているＣであっ

てＢではない（最Ｓ４７.１２.７）。 

Ａ 奪う Ｂ    Ｃ 
賃貸 

ＢもＣも占有すべき権利を有していない場合。Ａ

はＣへ直接自己へ返還請求することができることは

もとより（大Ｔ１０.６.２２）、代理占有者Ｂに対し

て現実の引渡しの請求をしてもよく（大Ｓ１３.１. 

Ａ    Ｂ    Ｃ 
賃貸  無断転貸 

 Ｂは占有すべき権限をもつが、占有代理人Ｃは所

有者Ａに対抗できる権限を有しない場合。判例はＡ

が無断転貸を理由にＡＢ間の賃貸借契約を解除し

ていなくても、ＡはＣに対し直接自己への返還請求 
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こんなに解ける！ 確認テスト 
―― 司法試験問題でも簡単に解けてしまいます ―― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□□  一定の物に対し、債権と物権が成立する

とき、債権が物権に優先する場合はあり得

ない（Ｓ４２） 
 
□□  物権の客体は、有体物以外にはあり得な

い（Ｓ４２） 
 
□□  一筆の土地の一部に対しては、債権は成

立しうるが、物権が成立することはあり得

ない（Ｓ４２） 
 
 
□□  債権が侵害されたとき、その侵害の排除

を求めることができる場合がある（Ｓ４２） 
 
 
□□  「一つの物権の客体には一つの物しかな

ることができない」という原則の例外とし

て、一筆の土地の一部について取得時効が

成立しうることがあげられる（Ｈ２） 
 
□□  「一つの物権の客体には一つの物しかな

ることができない」という原則の例外とし

て、土地に設定した抵当権の効力は、その

土地に付加して一体をなしているものに及

ぶことがあげられる（Ｈ２） 
 
 

☓ 対抗力を備えた賃借権や、仮

登記のある債権は物権に優

先できる。 
 
☓ 権利質（民３６２）を思い出

すこと。 
 
☓ 一筆の土地の一部も譲渡、地

上権設定などもできる（分筆

して登記しないと対抗力を

取得できないだけ）。 
 
○ 対抗力を備えた賃借権には

妨害排除請求権がある（最Ｓ

３０.４.５）。 
 
○ 一つの客体の一部につき所

有権の取得を認めるもので、

例外となる。 
 
 
○ 複数の物が一個の抵当権の

目的となっている場合だか

ら、例外といえる。 
 
 
 
 
 


